
議案第２３号 

 

   匝瑳市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例を廃止する条例の制定に

ついて 

 

匝瑳市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例を廃止する条例を別紙のとお

り制定する。 

 

 

  令和６年３月１日提出 

 

 

                    匝瑳市長  宮 内  康 幸   
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   匝瑳市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例を廃止する条例 

 

 匝瑳市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例（平成１８年匝瑳市条例第６

３号）は、廃止する。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


